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１．はい！相談室です 

リユース品の事故に注意！ 

２．茨城県交通政策課・茨城県警交通総務課からのお知らせ 

「運転代行」を安心してご利用いただくために 
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１．はい！相談室です 

リユース品の事故に注意！ 

 

電化製品を購入する際、リサイクルショップやインターネットの個人間取引で中古品を検討す

る方もいるのではないでしょうか。 

リユースは環境に優しい選択ですが、状態が悪い製品をリユースすると、思わぬ事故につなが

る可能性があります。 

リユース品を安全に使うために、気をつけるポイントをご紹介します。 

 

■ポイント① リコール対象製品ではないか。 

新品で購入していないと、リコールがあってもメーカーのお知らせが届きにくい場合がありま

す。もしリコール対象製品だった場合は、メーカーや販売店が実施している修理や交換を受けま

しょう。 

リコール情報は、消費者庁のリコール情報検索サイト（https://www.recall.caa.go.jp/）で検

索できます。 

 

■ポイント② 製造がいつか、不具合はないか。 

製造から長期間経っていると、外観に問題がなくても経年劣化による事故の可能性があります。

リユース以前にどのように使われていたかわからないため、より注意が必要です。 

また、修理や改造がされていないか確認しましょう。異臭・異音など異常がある場合は、使用

を中止してメーカーなどに相談しましょう。 

 

■ポイント③ リチウムイオン電池が使われていないか。 

繰り返し充電して使う製品にはリチウムイオン電池が使われていることが多く、近年は電池の

劣化や不具合による発火事故が増えています。 

電池が製品内部に組み込まれていたり、使用者が取り外せない製品もあるので、リチウムイオ

ン電池の使用の有無を製品表示や取扱説明書で確認し、わからない場合はメーカー等に問い合わ

せましょう。 

 

■ポイント④ 取扱説明書で使用方法などを確認。 

 リユース品には取扱説明書が付属されていない場合があります。正しい使い方を知るために、

メーカーや販売店のウェブサイトなどから情報を集めるなどして確認しましょう。 

 

https://www.recall.caa.go.jp/


 

 

独立行政法人 製品評価技術基盤構（NITE）よると、リユース品の事故件数で多いのは、①自

転車・電動アシスト付き自転車、②エアコン、③石油ストーブ・石油ファンヒーター、④ノート

パソコン、⑤洗濯機・乾燥機の順で、事故の約９割が火災になっています。 

火災になると、物的被害だけでなく人的被害が発生することもあるので、事故にならないよう

安全にリユース品を利用しましょう。 

 

＜参考資料＞ 

〇nite独立行政法人製品評価技術基盤機構 ２０２５年度プレスリリース 

「無駄にしない」を“事故”にしない ～安全なリユースのための 5 つのチェックポイント～

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2025fy/prs260226.html 
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「困ったな」「おかしいな？」と思ったら、すぐに消費生活センターなどに相談しましょう。商

品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど専門の相談員が受付け、公正な立

場でトラブル解決のための助言、あっせん（消費者が当事者として事業者と交渉するための手助

け）、情報提供などを行います。 

◇ご相談は「消費者ホットライン」をご利用ください。 

全国共通・局番なし３桁「消費者ホットライン：１８８（いやや）」 

最寄りの消費生活相談窓口、又は国民生活センターをご案内します。 

※相談できる曜日・時間帯は、お住いの地域の相談窓口によって異なります。 

※相談は無料ですが、通話料金はご負担ください。 
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２．茨城県交通政策課・茨城県警交通総務課からのお知らせ 

「運転代行」を安心してご利用いただくために 

 

 もうすぐＧＷですが、連休中に飲酒する方も多いのではないでしょうか？ 

 帰宅時に便利な運転代行ですが、料金に関するトラブルも発生しています。 

 

 「思ったより高かった…」とならないよう、利用の際は、事前に事業者に料金の目安を確認し

ましょう！ 

 

～トラブルを未然に防ぐためのポイント～ 

○利用の際は、具体的な距離数を伝えたうえで、事前に料金の目安を確認しましょう。 

○利用後には、領収書を受け取るようにしましょう。 

詳細は茨城県警 HPを御覧ください↓ 

https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/drive_agency/agency.html 

 

問合せ先：茨城県交通政策課（029-301-2604）・茨城県警交通総務課（029-301-0110） 
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※当メールマガジンの配信を停止したい場合は、ホームページ「いばらき消費生活なび」より配

信停止の手続きを行ってください。 

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2025fy/prs260226.html


 

 

https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/syose/navi/project/mail-magazine.html 

このメールに心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、お手数ですが

mail:syose@pref.ibaraki.lg.jpまでご連絡ください。 
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【お問合せ先】 

発行・編集 茨城県消費生活センター 

〒310-0802 茨城県水戸市柵町 1丁目 3番 1号 

TEL：029-224-4722 

FAX：029-226-9156 
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